
  





	本文へ
	ふりがなをつける
  	ひらがな
	Romaji


  
	よみあげる
	背景色
  	標準
	黄
	青
	黒


  
	文字サイズ
  	拡大
	標準
	縮小


  
	ズーム
  	120%
	100%
	80%


  
	Foreign Language












[image: 八幡浜市]




	サイト内検索
	アクセシビリティツール
	グローバルナビ












[image: ]
組織









	暮らしの情報
    	安心・安全
	届出・証明・戸籍
	保険・年金
	税金
	福祉
	健康・医療
	住宅・インフラ
	環境・衛生


  
	子育て・教育
    	子育て
	教育・文化
	健康・医療
	福祉


  
	観光情報
    	観光・自然
	祭り・イベント
	グルメ
	特産品・お土産
	歴史・文化
	宿泊施設
	交通アクセス
	市営駐車場
	観光情報誌


  
	地方創生・移住
    	地方創生・地域活性化
	都市計画・整備


  
	事業者の方へ
    	入札・公募
	産業・しごと
	都市計画・整備
	税金
	環境・衛生


  
	市政情報
    	行政
	広報活動
	情報公開


  









  
    
      	トップ
	カテゴリ
	トピック
	新着情報

	トップ
	カテゴリ
	分野
	産業・しごと

	トップ
	カテゴリ
	分野
	産業・しごと
	商工業

	トップ
	組織
	産業建設部
	商工観光課



    

  











  
    
      セーフティネット保証5号の認定について


    

  





ページの内容を印刷



        
    記事番号： 1-1225

  

  
    公開日 2022年10月01日

    更新日 2024年04月01日

  



      
      セーフティネット保証5号とは、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額80％を補償する制度です。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能になります。


※融資に当たっては、市の認定とは別に、金融機関又は保証協会への申込み、金融機関と保証協会による審査を受ける必要があります。


利用対象者


	国の指定する業種に属する事業を営んでいること。

	指定業種（令和6年4月1日から令和6年6月30日）[PDF：482KB]
	最近3ヵ月間の売上高等が前年同期に比べて5％以上減少していること。

	※時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヵ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヵ月間の売上高等の減少でも可。



要件の緩和【令和2年3月13日】


一部要件緩和により、創業1年未満の方や、昨年中に店舗数や事業内容が増える等、事業全体では売上高等の減少要件を充足しない方についての要件が緩和されました。

これらの要件を利用する場合は、それぞれの要件に対応する申請用紙をご利用ください。


売上高等の比較について【令和2年12月8日～】


新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大を踏まえ、以下のとおり売上減少要件が緩和されています。


	GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、確認可能な「最近1ヵ月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、最近1ヵ月の売上高とその比較対象期間との比較が適当で無い場合にあっては、最近6ヵ月平均とその比較対象期間を比較することが可能。
	最近1ヵ月の後2か月を含む3ヶ月の前年同期のいずれかの月が同感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とする。



指定期間


令和6年4月1日から令和6年6月30日まで





手続きの際に必要となるもの


1. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書


	様式	指定業種の類型	申請書
	通常の様式	1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

			【兼業(1)】

			営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合	様式第5-(イ)-1
	【兼業(2)】

			主たる事業（最近1年間の売上高等が最も大きい事業）が属する業種（主たる業種）が指定業種である場合	様式第5-(イ)-2
	【兼業(3)】

			指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている	様式第5-(イ)-3
	認定基準緩和	1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

			【兼業(1)】

			営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合	様式第5-(イ)-4
	【兼業(2)】

			主たる事業（最近1年間の売上高等が最も大きい事業）が属する業種（主たる業種）が指定業種である場合	様式第5-(イ)-5
	【兼業(3)】

			指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている	様式第5-(イ)-6
	創業者等運用緩和の様式	1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

			【兼業(1)】

			営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合	(1)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較	様式第5-(イ)-7
	(2)令和元年12月比較	様式第5-(イ)-8
	(3)令和元年10-12月比較	様式第5-(イ)-9
	【兼業(2)】

			主たる事業（最近1年間の売上高等が最も大きい事業）が属する業種（主たる業種）が指定業種である場合	(1)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較	様式第5-(イ)-10
	(2)令和元年12月比較	様式第5-(イ)-11
	(3)令和元年10-12月比較	様式第5-(イ)-12
	【兼業(3)】

			指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている	(1)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較	様式第5-(イ)-13
	(2)令和元年12月比較	様式第5-(イ)-14
	(3)令和元年10-12月比較	様式第5-(イ)-15



2. 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料


　（試算表、売上台帳、月別売上表　等）


3. 法人の場合：直近の決算書1期分の写し


　個人事業主の場合：直近の確定申告書の写し


4. 登記簿謄本の写し（法人の場合に限る）


手続きの流れ


対象となる中小企業者の方は、商工観光課に上記書類を添えて申請してください。


認定を受けた後は、本認定の有効期限（発行から30日）内に金融機関又は保証協会に対して、保証付き融資をお申し込みください。（注）


（注）この認定とは別に、金融機関と保証協会による審査があります。


申し込み窓口


八幡浜市役所（八幡浜庁舎）4階 商工観光課


関連リンク


	中小企業庁HP（5号認定について）<外部リンク>




    






          
  この記事に関するお問い合わせ

    
      
産業建設部　商工観光課
郵便番号：796-8501
住所：愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL：0894-22-3101
FAX：0894-24-6180
E-Mail：syokokanko@city.yawatahama.ehime.jp


    




    
  PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

  Adobe Acrobat Readerダウンロード
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	サイトマップ
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八幡浜庁舎〒796-8501愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号アクセスはこちら

保内庁舎〒796-0292愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

TEL：(0894)22-3111（代表）FAX：(0894)24-0610（代表）その他市の関連施設の連絡先はこちら

開庁時間：午前8時30分から午後5時15分まで（土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日までは除く）
窓口延長業務についてはこちら

法人番号：3000020382043







© Yawatahama City.
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